
労働者に犠牲を転嫁するな

国労：コロナ禍に乗じて期末手当の削減、一時
帰休の実施など労働者に犠牲を
転嫁する施策の実施は許せない。
この時期だからこそ格差を是正
し、すべての労働者が安心して
働くことができる環境を作るべ
きだ。

会社：退職手当の増加につなが
る改正は経営に甚大な影響を与える。シニア・契
約社員についてはこの間、制度改正を行ってきて
おり、現行の取り扱いを変更する考えはない。

国労：単体の決算においても利益剰余金、現金
等をあわせて９８３６億円もある。要求に応える
体力は十分にある。

大幅賃上げは可能！職場で語ろう！国労に結集しよう！

第二基本給の廃止、シニア・契約社員の待遇改善を！

第2回春闘交渉（４月１日以降の賃金引き上げ）を行う
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